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４契約書の関連と比較について・全体 資料　運10-10


資料　運　10-5 資料　運　10-7 資料　運　10-6 資料　運　10-8


契約当事者
BIMオブジェクト
利用規約（案）


BIMオブジェクト
作成・利用契約（案）（主として対ベンダー）


BIMオブジェクト
提供契約（案）（主として対メーカー）


BIMライブラリー
構築・運用契約（素案）


BIMライブラリー協議会（仮称） ◎・甲 ◎・甲 ◎・甲 ◎・甲


BIM（ソフトウェア）ベンダー △ ◎・乙 △


（機器類）メーカー ◎・乙 △


（利用）ユーザー ◎・乙 △ △ △


サイト事業者 ◎・乙


契約項目


定義 第1条 第1条 第1条・同左 第1条


アカウント 第2条


利用の範囲 第3条


提供準備 第2条 第2条


提供方法 第3条 第3条・同左


使用許諾 第4条 第4条・同左


検索履歴 第6条 第6条・同左


契約の解除 第9条 第9条・同左 第10条


データの消去 第10条 第10条 第11条


守秘義務 第11条 第11条・同左 第12条・同左


期間 第12条 第12条・同左 第13条・同左（より長い契約が必要か）


委託する業務と確認 第2条


報酬 第3条


管理者 第4条


ユーザー 第5条


アクセスの監視 第6条


サーバーのダウン対策 第9条


知的所有権の所在 第4条 第5条 第5条・同左 第7条


不具合データの修正・更新 第5条 第7条 第7条・同左


禁止事項 第6条


免責 第7条 第8条


責任範囲 第8条 第8条・同左


個人情報 第8条


規約の変更 第9条


損害賠償 第10条


協議 第11条 第13条 第13条・同左 14条・同左


裁判管轄 第12条 第14条 第14条・同左 15条・同左


◎：契約者同士
△：契約文書に名前が出る組織


★資料 運10_10_４契約の関連と比較について全体
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４契約の関連と比較について・詳細                           資料 運１０－１１ 


BIMオブジェクト利用規約 BIMオブジェクト作成・利用契約（対ベンダー） BIMオブジェクト提供契約（対メーカー等） BIMライブラリー構築・運用契約（素案） 


第１条 定義 


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な


意味を持った部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、


パイプなど）からなる個々のデジタル・オブジェクト（以下、BIMオブジ


ェクトという）で構成される。 


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフト


ウェアのベンダーから提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシアム


で計画され作成されたもの、その他からなる。設計者も自身の設計に合


わせてオブジェクトを作成することがあるが、この利用規則では扱わな


い。 


３）BIMデータは、BIM関連のソフトウェアで作られるデータである。一


般に BIMオブジェクトを含んでいる。 


４）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、


発明などに関係する権利を含む。この利用規則では BIM オブジェクトに


関する知的財産権を扱う。 


５）ユーザーは、甲の提供する BIM ライブラリーを使用する乙の職員ま


たは乙の職域内にいる BIM業務支援の協力会社関係者を指す。 


 


第１条 定義  


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意


味を持った部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプ


など）を表す個別のデジタルデータ（以下、BIM オブジェクトという）で構


成される。 


２）各 BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIMソフトウェ


アのベンダーから提供されるもの、BIM ライブラリーコンソーシアムで計画


され作成されたもの、設計者が自社での利用のために作成したものなどのう


ち、甲に提供されるものを指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発


明などに関係する権利を含む。この契約では BIMオブジェクトに関する知的


財産権を扱う。 


４）ユーザーは、甲の運営する BIMライブラリーに関して甲が使用許諾を与


えた、会社や研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およ


びその指導を受ける学生を指す。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介して BIMオブジェクトをア


クセスできる機能を提供するコンピュータ上の仕組みを指す。甲は、この仕


組みを第三者のサーバー上に設定することがあるが、その場合も甲のサーバ


ーと称する。 


６）検索とは、ユーザーがサーバー上で BIMオブジェクトを探す行為を指す。 


第一条 定義  


 


 


同左 


第一条 定義  


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持っ


た部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個


別のデジタルデータ（以下、BIMオブジェクトという）で構成される。 


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベ


ンダーから提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成された


もの、設計者が自社での利用のために作成したものなどのうち、甲の指示に基づき


乙に提供されるものを指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明など


に関係する権利を含む。この契約では BIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


４）ユーザーは、乙のサーバーを使って BIM ライブラリーをアクセスする事に関し


て甲が使用許諾を与えた、会社や研究組織の職員、および大学などの教育法人に属


する教員およびその指導を受ける学生を指す。また、甲および甲が承知した BIM オ


ブジェクトの提供者もユーザーとする。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介して BIM オブジェクトをアクセス


できる機能を提供する乙のコンピュータ上の仕組みを指す。 


６）検索とは、ユーザーがサーバー上で BIMオブジェクトを探す行為を指す。 


第２条 アカウント 


１）甲が提供する BIMライブラリー（以下、BIMライブラリーという）の


利用開始にあたり、乙は甲に所定の事項を届けた上でアカウント発行を


要望するものとする。甲は乙より入手した所定事項を BIM ライブラリー


運営上に必要な範囲でのみ使用するものとする。 


２）乙は甲より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下にお


き、アカウントが不正使用されないようにする義務を負う。アカウント


の発行をもって乙は利用規則を承諾したことになる。 


３）アカウントを使い、ユーザーは BIM ライブラリーに無償でアクセス


し必要な BIMオブジェクトをダウンロードできる。 


４）乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウント


の利用停止を甲に知らせるものとする。甲はこの申し出により、当該ア


カウントを削除する。 


   


第３条 利用の範囲 


１）ユーザーは、BIMライブラリーから必要な BIMオブジェクトをダウン


ロードし、自身が作成する BIMデータ内で使用することができる。 


２）ユーザーはダウンロードした BIM オブジェクトを自身の業務に必要


な範囲に限りコピーすることができる。 


３）ユーザーは、BIMオブジェクトを甲に無断で修正して使用することは


できない。ただし、パラメータ付きの BIM オブジェクトでは、その許容


されたパラメータ値を使用した BIMオブジェクトの利用は認められる。 
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 第２条 提供準備 


１）乙は、自身のソフトウェアで使用できる BIMオブジェクトを甲の指定す


る形式に沿うように作成または修正して提供するものとする。また、この BIM


オブジェクトを自身のソフトウェアに組み込むこともできる。 


２）乙は自身の BIMオブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の


指定する形式に基づいた検索データを BIMオブジェクトとは別に作成するも


のとする。 


３）乙は、甲が所有する BIMオブジェクトの検査ソフトを使って、作成また


は修正した BIMオブジェクトを検査するものとする。 


４）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成す


る際に問題が生じ解決が難しい場合は、その問題内容を明示し、可能であれ


ば修正案も提示するものとする。 


 


第２条 提供準備 


１）乙は、自身の提供する BIM オブジェクトを甲の指定す


る形式に沿うように作成または修正するものとする。 


２）乙は自身の BIM オブジェクトをユーザーが検索しやす


くするため、甲の指定する形式に基づいた検索データを


BIMオブジェクトとは別に作成するものとする。 


３）甲は、乙の提供する予定の BIM オブジェクトが甲の指


定する形式に合致しているかどうかをユーザーに提供する


前に検査する事ができ、その合否を乙に知らせるものとす


る。４）前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査方法を使


って合否を自身で判定する手段を乙に提供する様に要望す


る事ができる。 


４）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定


する形式で作成する際に問題が生じ解決が難しい場合は、


その問題内容を明示し、可能であれば修正案も提示するも


のとする。 


 


 第３条 提供方法  


乙は甲に対し BIMオブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどち


らかの方法を取るものとし、甲にその方法を知らせるものとする。 


１）BIM オブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にど


ちらも置く。 


２）BIM オブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバ


ー上に置く。この場合、乙のオブジェクトは甲のサーバーを経由して乙のサ


ーバーからアクセスされる。 


第３条 提供方法  


 


同左 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第４条 使用許諾  


１）乙は、乙の作成した BIMオブジェクトを、甲が運営するサーバーを介し


てユーザーが無償で使用する事を認めるものとする。 


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙の BIMオブジェクトが


含まれる BIMデータを作成し、当該受注業務に関係する建築主、施工会社、


施設管理会社などの第三者に渡す可能性があることを承知するものとする。 


３）乙は、甲が乙から提供を受けた BIMオブジェクトを乙の所有していない


ソフトウェアでも使用できる様に加工して、新しい BIMオブジェクトを作成


することがあることを認めるものとする。この場合、乙は加工し新しく作成


した BIMオブジェクトの検証を求めることができる。 


第４条 使用許諾  


 


同左 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第６条 検索履歴  


甲は、乙から BIMオブジェクトの提供を受けた後は、〇ヶ月ごとに乙の提供


する BIMオブジェクトに対する検索履歴などのレポートを乙に提供するもの


とする。 


第六条 検索履歴  


同左 


 


 第９条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


１）甲が BIMライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事


由がある場合。 


第九条 契約の解除 


 


同左 


第十条 契約の解除 


１）甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


イ）甲が BIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


ロ）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある


場合。 


２）契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双


方で相談の上、解約金または違約金を含んで精算するものとする。 
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 第１０条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、乙の BIMオブジェクトのどのデータを消


去するかを甲と相談するものとする。消去する場合、甲は責任を持って BIM


ライブラリーから該当する乙の BIMオブジェクトを消去する義務を負い、乙


はその実施結果を確認するものとする。 


第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、甲は責任を持って BIM


ライブラリーから乙の BIM オブジェクトを消去する義務を


負い、乙はその実施結果を確認するものとする。 


第十一条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、乙は、第二条３項の作業をした後、責任を持っ


て BIM ライブラリーから BIM オブジェクトを消去する義務を負い、甲はその実施結


果を確認するものとする。 


 


 


 


 


 


第１１条 守秘義務 


甲および乙は、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の


秘密を、本契約の有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用


してはならない。 


第十一条 守秘義務 


 


同左 


第十二条 守秘義務 


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、


本契約の有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 


 


 


第１２条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一


ヶ月前までに相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって


期間を一年間延長するものとし、以降も同様とする。 


第十二条 期間 


 


同左 


第十三条 期間 


 


同左（ライブラリー事業者はより長期契約が必要） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第二条 委託する業務と確認 


１）乙は、甲が企図したサーバー上のメニューおよび BIM ライブラリーを甲と協議


の上で構築する業務、および BIM オブジェクトの BIM ライブラリーへの初期登録業


務を、甲から委託され受託する。この際、乙はまず協議に基づき仕様書を作成する


ものとする。乙は自身が以前から所有していたサーバー上の機能を基にしてメニュ


ーおよび BIM ラリブラリーを構築することもできるが、甲にその範囲と内容を事前


に伝えるものし、仕様書にも明示するものとする。 


２）乙は、構築されたメニューおよび BIM ライブラリーを甲およびユーザーが使用


できる環境を契約期間の間、維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中


に BIM オブジェクトを BIM ライブラリーに登録または変更する業務は、原則として


甲またはユーザーが行うものとする。 


３）甲は委託期間の間に、BIMライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供するこ


とがある。この場合、乙はサーバー上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を


設定するものとする。 


４）乙は第二項の業務期間中に、ユーザーの BIM ライブラリーの検索の際に、乙の


サーバー上のメニューを経由してユーザーのアクセスが BIM オブジェクトを提供す


る会社のサイトへ及ぶ事がある事、およびそのための機能を初期構築の際に付加す


る事を承諾するものとする。 


５）万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書およ


び BIM ライブラリーおよびメニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すも


のとする。 


６）乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。 


   第三条 報酬 


１）甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時


と業務完了時の２回に分けて支払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の


連絡を受けた後、メニューおよび BIM ライブラリーが甲の企図した通りに構築され


たか確認するものとする。 


２）甲は、乙に対し、BIMライブラリーサーバーの維持管理費用として、年〇〇〇万


円を毎年、双方で合意した月の月末までに支払うものとする。 


３）BIMライブラリーサーバー内の BIMライブラリー容量が当初予定した容量を大き


く超えた際は、甲乙は協議の上で前項の費用を見直すものとする。 







4 


 


   第四条 管理者 


 乙は、甲の委託した第二条の業務を実行するにあたり、業務の管理者を決め、甲


に知らせるもととする。管理者は甲からの問い合わせ、および業務遂行上の問題確


認とその解決に責任を持ってあたることとする。 


   第五条 ユーザー 


１）甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を適宜、知らせるものとし、乙はそ


のユーザーが BIMライブラリーをアクセスできる様に計らうものとする。 


２）BIMライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以


下のどれかに設定するものとする。 


 イ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り 


ロ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み 


 ハ）自身の提供する BIMオブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、


または提供した以外の BIMオブジェクトの検索と読み取り 


   第六条 アクセスの監視 


１）乙は、BIMオブジェクトに対するアクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指定さ


れた形式のレポートデータとして知らせるものとする。 


２）乙は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場


合、または不明なユーザーが BIM ライブラリーにアクセスした場合は、速やかにそ


の事実を甲に知らせると共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適切な措置


をとるものとする。 


   第九条 サーバーのダウン対策 


１）乙は、BIMライブラリーのサーバーが機能不全になる場合に備え、BIMライブラ


リーおよびメニューのバックアップを適宜取るものとする。 


２）通常の運用時に万一、BIMライブラリーのサーバーがダウンした場合は、速やか


に甲にその事実を知らせると共に、早急な復旧に努めるものとする。 


３）地震、天災などやむを得ない事情により、サーバーがダウンした場合は、早期


復旧に向け甲と乙は相談して対応するものとする。 


第４条 知的所有権の所在 


１）ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が甲また


は原データ提供者にあることを承知の上で利用するものとする。 


２）ユーザーが、BIMオブジェクトを内包する BIMデータを第三者に提供


する際には、BIMオブジェクトの内包事実と知的財産権の所在も合わせて


第三者に確実に知らせるものとする。 


 


第５条 知的所有権の所在 


知的所有権の所在  


乙は、BIM オブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張


する際は、以下の方法を取るものとする。 


１）甲に BIMオブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示


する。 


２）ユーザーが権利の所在を知るため、BIM オブジェクト内部にコメントを


残す、必要に応じ乙のサーバー上に明示する。 


３）乙は、前条３項により甲が加工した BIMオブジェクトを作成した場合、


甲に対して前２項のどちらかの権利所在を含むように求めることができる。 


第五条 知的所有権の所在  


 


同左 


 


第七条 知的所有権の所在  


１）乙は、BIMオブジェクトには甲または別の作者の著作権を含む知的財産権がある


事を承知し、その保護に努めるものとする。また、乙は BIM オブジェクトに対する


権利を主張しない。 


２）乙は、BIMライブラリーをアクセスするために作成したメニューおよび機能に対


し、甲および乙の知的財産権がある事を承知するものとする。ただし、乙が甲との


契約前から所有していた機能に関しては、その範囲と内容を甲に明示し、甲の権利


が制限される可能性がある事を知らせるものとする。 


第５条 不具合データの修正・更新 


１）乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を


見つけた際には、その事実を甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲は、甲自身または乙が見つけた BIM オブジェクトの不適切部分を


検証し、修正が必要と判断した場合は、その修正結果をもって BIM ライ


ブラリーを更新するものとする。 


３）BIMオブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃な


どにより原データを修正した場合も、甲は修正された BIM オブジェクト


第７条 不具合データの修正・更新  


１）甲または乙が BIMライブラリーの BIMオブジェクトの内容に不適切な部


分を見つけた際には、その事実を乙または甲にすみやかに知らせるものとす


る。  


２）甲または乙は、見つかった BIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修


正が必要と判断した場合は、その修正結果をもって BIMライブラリーを更新


するものとする。 


３）乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、


第七条 不具合データの修正・更新  


 


 


同左 
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の提供を受け更新するものとする。 


４）BIMライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に電子メー


ルで知らせるものとする。 


甲は修正された BIMオブジェクトの提供を受け更新するものとする。 


 


第６条 禁止事項 


乙は、ユーザーが BIM ライブラリーに使用に際して以下の行為を行わな


いように合理的な措置をとるものとする。 


イ）データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ）ダウンロードした複数の BIM オブジェクトを、無断で別途に立ち上


げたサーバーを介して第三者に有償または無償で提供する行為 


ハ）甲の BIM ライブラリーのサーバーに対し、無断で不正なデータ、虚


偽情報や不正なプログラムを書き込む行為 


ニ）甲または乙を誹謗中傷する行為 


ホ）法律、条例などに反する行為 


ヘ）その他、公序良俗に反する行為 


   


第７条 免責 


１）甲は、サーバーやネットワークの不具合およびこれに起因すると思


われる事由で BIM ライブラリーを乙が使用できなった場合、これに起因


して乙が被った被害に対し責任を負わない。 


２）乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。


万一、BIMオブジェクトの内容が不適切であった場合も、乙は甲に対し責


任を問わない。 


  第八条 免責 


甲および乙は BIM ライブラリーおよび BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザ


ーが損害を受けたとしても責任を負わない。甲は、ユーザーと結ぶ規約にこの免責


事項を明示するものとする。 


 第８条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIMオブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受


けたとしても責任を負わない。また甲もユーザーの損害に対する責任を負わ


ない。甲は、ユーザーに対する規約にこの免責事項を含むものとする。 


第八条 責任範囲 


 


同左 


 


第８条 個人情報 


甲は、本件業務に関連して乙から入手した個人情報（個人情報保護法 2


条 1項に定められたものをいう。以下、「個人情報」という）について、


本契約の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しない。 


   


第９条 規約の変更 


甲は、必要に応じ利用規則の修正を行うことができる。その修正の事実


を乙に電子メールで知らせるものとする。 


   


第１０条 損害賠償 


乙が BIM ライブラリーの使用に際し、甲に被害を与えたことが明らかな


場合は、その損害を賠償するものとする。 


   


第１１条 協議 


１）本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、


甲と乙は誠意をもって協議し、その問題を解決する者とする。 


２）前項の解決策によっては規約を変更し、乙にその旨を電子メールで


知らせるものとする。 


第１３条 協議 


１）本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲


と乙は誠意をもって協議し、その問題を解決する者とする。 


第十三条 協議 


 


同左 


第十四条 協議 


 


同左 


第１２条 （裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審


の専属的合意管轄裁判所とする。 


第１４条（裁判管轄）  


同左 


第十四条（裁判管轄）  


同左 


第十五条（裁判管轄）  


同左 


 








資料 運 10-１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第１０回 運用部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 29年 11月 13日（月）15:00～17:00 


場所：四谷・㈱コンピュータシステム研究所・会議室 


 


１．開会 


 


２．議事 


（１） 第 9 回（9/11）議事録（案）確認 


（２） ＢＬＣ入会企業の紹介 


・無し 


（３） ＢＬＣ合同部会（9/22,23）概要報告 


（４） BIMオブジェクト利用規約の修正について 


（５） BIMオブジェクト提供契約と、BIMオブジェクト作成・利用契約について 


    ・BIMオブジェクト提供契約 A（メーカー向け） 


    ・BIMオブジェクト作成・利用契約 B（BIMベンダー向け） 


（６） BIMライブラリー構築・運用契約（素案）について 


（７） 基本規約への統合について 


    ・基本規約への統合についてと関係者間の契約イメージ 


    ・4契約の比較とその統合                        


 


３．その他 


 
会議資料一覧 


 資料 運１０－１  第 10回運用部会議事次第 


 資料 運１０－２  第 9回運用部会議事録（案） 


 資料 運１０－３  運用部会委員名簿 


 資料 運１０－４  合同部会概要 


 資料 運１０－５  BIMオブジェクト利用規約（案）10232017 


 資料 運１０－６  BIMオブジェクト提供契約 A（案）10302017 


 資料 運１０－７  BIMオブジェクト作成・利用契約 B（案）10302017 


 資料 運１０－８  BIMライブラリー構築・運用契約（素案）10302017 


 資料 運１０－９  基本規約への統合と関係者間の契約イメージ 


 資料 運１０－１０ ４契約書の関連と比較について・全体 


 資料 運１０－１１ ４契約書の関連と比較について・詳細 


（参考資料）平成 29年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


 
次回  日時 ： 平成 30 年 1 月 22 日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所会議室  








  1 


 


資料 運 10-2 
 


第９回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案）  


 


日時  ： 平成２９年９月１１日（月） １５：００～１６：３０  


場所  ： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


出席者 ： １５名 


 


 


第８回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 ○ 


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良  


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)CADネットワークサービス 増田 甲介   


大森法律事務所 大森 文彦 ○ (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(株)大塚商会 水野 一哉  (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲 ○ (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  (株)安井ファシリティーズ 繁戸 和幸  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 ○ 凸版印刷㈱ 馬地 宏一  


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 ○ 大日本印刷㈱ 田崎 誠  


(株)構造計画研究所 緒方 翼   大日本印刷㈱ 吉田 集  


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   応用技術㈱ 近藤 伸一 ○ 


鹿島建設(株) 安井 好広      


(地法)日本下水道事業団 金澤純太郎   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


(地法)日本下水道事業団 新井 知明  (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


日本メックス(株) 野口 順二 ○ (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


（株）中電工 宮川 久  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


（株）中電工 田中 佑樹 ○ (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


日比谷総合設備（株） 下田中龍宏  （国研開）建築研究所 高橋 暁  


(株)キャディアン 笠原 靖子  （国研開）建築研究所 武藤 正樹 ○ 


(株)キャディアン 山﨑 裕子     


(株)キャディアン 中野 健成     


(株)キャディアン 植松 良太     


      


   (一財)建築保全ンター 池田 雅和 ○ 


   (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


    (一財)建築保全センター 山中 隆 ○ 
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配布資料一覧 


  資料 運９－１ 第 9回運用部会議事次第 


 資料 運９－２ 第 8回運用部会議事録（案） 


 資料 運９－３ 運用部会委員名簿 


 資料 運９－４ 準備・構築・運用体制の概要 


 資料 運９－５ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について（案） 


 資料 運９－６ BLCとサーバー提供者との契約（検討事項） 


 資料 運９－７ 第 10回建築部会議事録 6/7（案） 


 資料 運９－８ 第 11回設備部会議事録 6/16（案） 


 資料 運９－９ 第 10回在り方部会議事録 9/7（案） 


（参考資料）（WEBサイト業務委託契約書）ネットより 


（参考資料） BIMガイド 第３節 ＢＩＭの著作権 


（参考資料） 新都市ハウジングニュース(Vol.85 2017) 


（参考資料） ArchiFuture2017 パンフレット 


 


議事（１） 前回議事録確認 （BLC事務局/水澤） 


       ・7/10第 8回議事録の読み合わせ確認を行った。追記、訂正事項の指摘はなし 


         


議事（２） BLC入会企業の紹介 


  ・応用技術株式会社（7/18） 


     ・株式会社ファーストスキル（7/20） 


・日本ピーマック株式会社（8/3） 


・東北工業大学建築学科許研究室（9/1） 


・三菱電機株式会社（9/11） 


 


議事（３） 運用体制、コストについて（モニタリング項目案） 


  運９－４ 準備・構築・運用体制の概要 


を利用して説明する。 


・BIM オブジェクト作成・利用規約は未だ未作成です。そこではジェネリックオブジェクトについ


ては、BIM ベンダーと同期・連携を取りながら作成して行くことが考えられる。そして BLC と


BIMベンダーとの契約が必要になる。 


・BIM オブジェクト作成・利用規約をもとに、BIM オブジェクト作成・利用契約を行う。契約期間


は年度単位を考える。 


・BIM ソフトベンダーにはマーケティングリサーチの一環としてヒヤリングも行うが、それに伴う


覚書の作成も考える。 
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・メーカーへもマーケティングリサーチを行い、BIM オブジェクト標準の確立、BLC への参加も打


診していく。 


・チェックソフトについて 


作成チェックソフトはメーカーが利用することを考えている。。 


登録チェックソフトはサイト事業者が利用することを考えている。 


・BIM オブジェクト利用契約については、まずは BLC 会員へ BIM ライブラリーオブジェクトの試行


運用をして、それから BIMライブラリーオブジェクト利用者と BLCで契約を結んでいく。 


・BIM ライブラリーオブジェクトのサイト構築のためにサイト事業者を選択していくが、そのため


に BIM ライブラリー構築規約・運用規約そして BIM ライブラリー構築・運用仕様書を作成しなけ


ればいけない。 


そしてそれらの契約は BLCとサイト事業者とで結んでいく。 


・運９－４ P2＜構築・運用に関する規約・仕様の概要＞説明 


次の 13個の項目について説明をした。 


＊画面設計 


＊オブジェクトの作成仕様（主にオブジェクト標準による） 


＊運用時間、許容される運用の故障時間割合 


＊カスタマーセンター、カスタマー窓口の大成、対応時間 


＊権利関係 


＊対処、記録、報告の対象項目と頻度 


＊想定するオブジェクト数と変更への対応 


＊扱うファイル形式の種類 


＊ダウンロードスピード、アップロードスピード 


＊メーカーのウェブサイトとの関係の記述 


＊ＢＬＣの基準認証マークの設定、管理 


＊災害時対応（ＢＣＰ）、外部からのサイバー攻撃の対応（必要か） 


＊基本ソフトウェアの変更に対する保証 


 


・運９－５ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容（案）について 


を利用して説明する。 


 


 ・運９－６ BLCとサーバー提供者との契約（検討事項） 


を利用して説明する。 


   大項目として 


＊初期構築に関する事項 


＊サイト運営に対しての BLCからの支払い 


＊サイトアクセスに対する許諾（ユーザーの種類により異なる） 


＊データー内容に対する責任 


＊定期的なデータアクセスのログ提供 
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＊データー不正に対する予防策 


＊システムに対するダウン対策信頼度 


をリストアップした。 


   まずは第 1弾という事であり、詰めていくと項目としてもさらに増えていくと思われる。 


これらも契約事なので、まずは BLC 内（運用部会）でのルールを作ることである。みんなで意


見、知恵を出して作り上げていく方が良い。 


   ＜議論＞ 


・ジェネリックオブジェクト作成にゼネコン、建築事務所は行う可能性は低い。属性内容も多


分異なるし、入れないでも良いと思う。 


・例えばデーター内容に対する責任の件、誰かが負うのか？誰も負わないのか？、あるいは例


としてメーカーが負うという事ならば、その事が全ての契約に反映されていく。大切な事柄


である。 


・作成チェックソフトでは、属性はある程度チェックできるが、モデル形状の詳細チェックま


ではむずかしい。 


・情報精度の話で、情報には 3つを設けている。①必須情報②推奨情報③メーカー情報。 


ユーザー側からすると段階精度という考え方がある。 


 責任と正確性は対の関係になる。 


・BIM オブジェクトの登録について、BIM ベンダーとは BLC が基本契約（！）をして、オブ


ジェクト標準とするものだけを行っていく。 


  ・運９－４内の運用時の A,B,Cの出来事に対して、サイト事業者に直接出来事（対処、記録、 


報告）が流れるようになっている。そして、BLC・モニタリング部会に情報を流すように 


考えている。 


  ・設備部会で議論をしているが（運９－８P5）、テクニカルドキュメントを利用するために 


機器メーカー、あるいは BIMベンダーの Webにアクセスする事を検討しており、それに伴い 


リンク先への登録や、IDを取る、相手先規約の順守、などの取り扱い・運用には課題が 


ある。これらのことも資料運９－４＜準備・構築・運用体制の概要＞に網羅するとよい。 


  ・必須データーは、オブジェクトの外に持つことにしている。 


  ・メーカーと BLC、BLC とサイト事業者のそれぞれの契約は行うが、メーカーとサイト事業者


との契約も必要になるのでしょうか？ 


  ・メーカーと BLC との契約に、サイト事業者の存在を入れることも一考である。あるいは、エ


ンドユーザーの存在利用についても、入れることは可能である。わざわざ三社間の契約をし


ないでも良い。基本の考え方を決めれば、契約内容に網羅できる。根幹のルールを決める。 


 


  ・9 月一杯に、本日の議論でさらなる意見あるいは疑問点などを事務局にアップしてください。 


 


 他の部会の活動状況報告 


運９－７ 第 10回建築部会議事録 6/7（案） 


運９－８ 第 11回設備部会議事録 6/16（案） 
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  運９－９ 第 10回在り方部会議事録 9/7（案） 


建築部会は建具のオブジェクト化、設備部会は Stem の設備機器周りのオブジェクト化、在り方部


会はマーケティングリサーチの実施に向けての準備で、母集団のとらえ方も調べている。マーケ


ティングリサーチについては、個人に聞くのか、会社に聞くのか、東京を中心にするのか、地方も


対象にするのか、なども検討をしている。 


 


議事（４）今後の進め方について（運用規約の検討、確定） 


BIM ライブラリー構築規約・運用規約そして BIM ライブラリー構築・運用仕様書の案の作成を行う。 


運用仕様書はマニュアル的な物であり、規約を作りブレークダウンしたようなものである。 


まずは BIMライブラリー構築規約・運用規約作成を考える。 


11月の運用部会では案の提出をお願いする。 


 


・参考資料 BIMガイド 第 3節 BIMの著作権 


の内容説明。 


著作権について法律的な判断をすると、この様になるという文章です。ことばとしても理解を 


していただきたい。 


       


 


次回  日時 ： 平成 29年 11月 13日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部会議室   
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BIMライブラリーコンソーシアム ｢BLC｣ ｢運用部会委員名簿｣  2017/10/11運10-3


会
員
区
分


運
用
部
会


1 首都大学東京 都市環境学部 客員教授 山本 康友 T1 1


2 (一社)buildingSMART Japan CIラボ㈱ 顧問 技術調査委員会ﾘｰﾀﾞ 榊原 克巳 T2 1


3 大森法律事務所 弁護士 大森 文彦 T2 1


4 (一財)建築保全センター 理事所長 寺本 英治 J 1


5 応用技術(株) 事業企画部 部長 近藤伸一 S1 1


6 (株)大塚商会 CADﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部建設ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 課長 水野　一哉 S1 1


7 鹿島建設(株) 建築管理部 BIM推進室 BIM統括ﾏﾈｰｼﾞﾔｰ 安井 好広 S1 1


8 河村電器産業(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部 部長 伴　覚守 S1 1


9 (株)キャディアン 東京支店 営業１課 課長 植松 良太 S2 1


10 (株)キャディアン 中野 健成 S2 1


11 (株)CADネットワークサービス 営業部 執行役員 営業本部長 南谷 親良 S2 1


12 (株)CADネットワークサービス 教育部 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 増田 甲介 S2 1


13 グラフィソフトジャパン(株) プロダクトﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ S1 1


14 グラフィソフトジャパン(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 平野　雅之 S1 1


15 (一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援ｾﾝﾀｰ情報化推進室 上席特別専門役 帆足 弘治 S1 1


16 (株)構造計画研究所 建築デザインマネジメント部 部長 緒方　翼 S1 1


17 (株)構造計画研究所 建築デザインマネジメント部 鎌田 丈史 S1 1


18 (有組)C-PES研究会 理事 安孫子 義彦 S3 1


19 (株)ＣＰＣ 取締役 宮田 信彦 S2 1


20 大日本印刷(株) 情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 PM企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 吉田　集 S1 1


21 大日本印刷(株) 情報ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部 田崎　誠 S1 1


22 (株)中電工 東京本部 営業部 設計課 課長 村上 賢良 S1 1


23 (株)中電工 技術本部 電気技術部 技術担当 田中 佑樹 S1 1


24 (地法)日本下水道事業団 西日本設計ｾﾝﾀｰ 次長･企画調整課長 富樫 俊文 S1 1


25 (地法)日本下水道事業団 事業統括部 室長 新井 知明 S1 1


26 (地法)日本下水道事業団 情報ｼｽﾃﾑ室 金澤 純太郎 S1 1


27 日本メックス(株) 営業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 部長 野口 順二 S1 1


28 日比谷総合設備(株) ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ統括本部 管理部 主任 下田中 龍宏 S1 1


29 (株)安井ファシリティーズ 情報･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ部 部長 飯島 憲一 S3 1


30 (株)安井ファシリティーズ 建築ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ本部BIMﾅﾚｯｼﾞ部 部長 繁戸 和幸 S3 1


1 (一社)buildingSMART Japan CIラボ㈱ 顧問 技術調査委員会ﾘｰﾀﾞ 榊原 克巳 T2 1


2 （一財）日本建設情報総合センター 研究開発部 次長 高津 知司 T2 1


3 (公社)日本建築家協会 藤沼　傑 T2 1


4 (公社)日本建築士会連合会 木村 行道 T2 1


5 (公社)ロングライフビル推進協会 事業推進部 課長 高倉 智志 T2 1


6 (公社)ロングライフビル推進協会 事務局長 鈴木 昌治 T2 1


7 許 雷(東北工業大学) 工学部建築学科・許 研究室 准教授 許 雷 T3 1


8 (一財)建築保全センター 事務局 池田 雅和 J 1


9 (一財)建築保全センター 事務局 水澤 久夫 J 1


10 (一財)建築保全センター 事務局 山中　隆 J 1


No 会 社 名 所　属 役　職 氏　名
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2017/09/22 


開催場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 


渋谷区代々木神園町 3-1 


研修室等 


 


 


 


 


9月 22日 


(金曜日) 


 


 


17:30~18:00 集合(センター棟 1階エントランスホール) - 


18:00~18:05 事務局から研修説明(池田) 


18:05~19:20「各部会の進捗状況の報告」 


説明：各部会長、WG主査 


        (注)運用部会は事務局(水澤) 


19:20~19:30「現状の課題と討議テーマの概要」 


説明：寺本       記録：水澤、山中 


センター棟 


5階 5A 


 


 


 


19:30~19:40 D棟 9階レストラン「さくら」へ移動 


19:40~21:45  夕食と意見交換 


21:45~    自由時間・就寝 


D棟 9階 


さくら 


 


 


 


 


 


9月 23日 


（土曜日） 


午前の部 


~8:00までに 各自で朝食  


8:00~8:30   荷物を持ってセンター棟に移動 


D棟 1階フロントに鍵を返却 


 


 


8:30~10:30 「BIMオブジェクト標準の確立に向けて」 


■建築と設備のオブジェクト表現の調整 


■データの正確さと責任 


討議 


説明：寺本、山中    記録：池田、水澤 


 


 


 


 


 


 


 


 


センター棟


5階 5A 


 


 


10:30~10:45  ＜休憩＞ 


10:45~12:00 「ビジネスモデルの構築とその将来に向けて(1)」 


■ビジネスモデル 


■マーケティングリサーチ案 


■メーカー・ユーザーのメリットを考える 


■発注仕様の概要 


             ■将来構想 


説明：寺本       記録：水澤、池田 


 


9月 23日 


（土曜日） 


午後の部 


 


12:00~13:00   ＜昼休み＞  


13:00~15:00 「ビジネスモデルの構築とその将来に向けて(2)」 


 討議 


進行：寺本       記録：山中、水澤 


センター棟


5階 5A 


 


 15:00    会議終了後、解散  


 


  







■BLC合同部会の目的 


・今年度の活動の進捗の確認と課題の把握 


・部会間の密接な情報交換と部会間の調整、無情報共有 


・部会で充分な議論がなされていない内容の集中的討議 


・課題の解決、今後に向けての討議 


 


■「各部会の進捗状況の報告」 


ここでは部会長等から、各部会から１５分程度で進捗状況の報告をお願いします。 


 


■「現状の課題と討議テーマの概要」 


ここでは、事務局が把握する課題と討議テーマの抽出を説明します。 


 


■「BIMオブジェクト標準の確立に向けて」 


ここでは今年度末までに予定する BIM オブジェクト標準の確立に関して、建築部会、設


備部会、運用部会から提出された次の課題の中から、◎印のテーマを掘り下げて議論をす


る予定です。 


 


◎建築と設備のオブジェクト表現の調整 


・用語定義と仕様表現の共通化・統一化 


・画面表示は文字としても、システムではコード(ID)活用を図れるのか 


・ジェネリックオブジェクトからメーカーオブジェクトへの切り替え 


・NBS(英国 National Building Standard)/ヨーロッパ設備標準(EMCS)との整合 


◎データの正確さと責任 


 


■「ビジネスモデルの構築とその将来に向けて」 


ここではビジネスモデルについて再度確認していただくとともに、下記のテーマのうち◎


印のものについて掘り下げた議論をする予定です。 


 


◎ビジネスモデル 


◎マーケティングリサーチ案 


◎メーカー、ユーザーのメリット 


・メーカーなどへのＰＲ戦略 


◎発注仕様の概要 


・目標とする機器・製品コンテンツの範囲 


◎将来構想（ライブラリーの対象範囲と利用形態等） 
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資料 運 10-4 


BLC 合同部会 議事録（案）                     


日時：2017 年 9 月 22 日 18 時～23 日 15 時  


場所：オリンピック記念青少年総合センター 


参加者 


組織名 肩書き 名前 所属名 役職 


在り方 


部会 
部会長 安田 幸一 東京工業大学理工学研究科 教授 


  副部会長 山下 純一 (一社)buildingSMART Japan 代表理事 


建築部会 部会長 志手 一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授 


  WG 主査 木村 謙 エーアンドエー㈱研究開発部 部長 


  WG 主査 高橋 暁 (国研開)建築研究所 グループ長 


  TF 主査 足達 嘉信 (一社)buildingSMART Japan 
技術統合委員会 


リーダー 


設備部会 副部会長 鈴木 義夫 株式会社ベイテクノ 取締役社長 


  WG1 主査 焼山 誠 株式会社大林組 主席技師 


  WG2 主査 谷内 秀敬 (一社)buildingSMART Japan 
設備環境小委員会 


リーダー 


事務局 事務局長 寺本 英治 建築保全センター   


    池田 雅和 建築保全センター   


    山中 隆 建築保全センター   


    水澤 久夫 建築保全センター   


 


配布資料 


資料-1   合同部会スケジュール_20170922 


資料-2-1  在り方部会_進捗報告：安田幸一：（東京工業大学） 


資料-2-2-1  建築部会_進捗報告：志手一哉：（芝浦工業大学） 


資料-2-2-3  建具属性_建築部会完成版(案)_20170825 


資料-2-3-1  設備部会_進捗報告：一ノ瀬雅之：（首都大学東京） 


資料-2-3-2  BLC 設備_BLC 設備部会(Re 原稿) 
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資料-2-3-3  BLC 設備_【Sanitary 機器】StemNBS 対応仕様追加(案) 


資料-2-3-4  BLC 設備_【空調機器】StemNBS 対応対応仕様追加(案) 


資料-2-3-5  BLC 設備_設備 CAD_GenericModel アンケート 


資料-2-4-1  運用部会_進捗報告：山本康友：（首都大学東京） 


資料-2-4-2  運用部会_利用規約提供規約 


資料-3-1-1  現状の課題と検討テーマの概要 


資料-3-1-2  業務の流れ 20170922 確定_A3 


資料-4-1-1  BLC(BIM オブジェクト標準仕様検討)①_A5 


資料-4-1-2  BLC(BIM オブジェクト標準仕様検討)②_A5 


資料-4-1-3  BLC(BIM オブジェクト標準参考資料)③_A5 


資料-5-1   ビジネスモデルの構築とその将来に向けて 


資料-6-1   2 段階のデータ構築 


     NBS BIM オブジェクト標準と国際 BIM オブジェクト標準比較-1&2 


 


■「各部会での進捗状況の報告」 


＊在り方部会 配布資料｢資料 2-1｣を基に説明 


・BLC オブジェクト標準は、NBSBIM オブジェクト標準と整合を図りつつ、年度内確立を目指


す。 


・2018 年度早期にはサイト事業者の募集を行う。 


その準備のためマーケットリサーチ、ヒアリング、コスト試算等を行い、今年度末までには発


注要件定義、発注仕様書の作成を行う。又、体制構築、事業候補者へも働きかけを行う。 


・ヒアリングをどこに行うのか、アンケートをどこに行うのか議論。 


マーケティングリサーチ企画書（案）を説明。 


日本能率協会の本を参考にし、項目として 


１． タイトル（BIM ライブラリーのフィージビリティ―に関する調査） 


・アンケートは BIM ライブラリー運営の実施の調査だが、もう一つ PR の意味がある。 


・ユーザーにもメーカーにも BLC に加入したときのメリットを明確にしていくことも大事な事。


そのためにも調査先を誰にするのかを定めるのは大事な事。 


・文部科学省においても、IoT/BIM について予算化の話が進み出し､オーナーが動き出した案件


もある。 


 







3 


 


＊建築部会 配布資料｢資料-2-2｣を基に説明 


総会の時の報告（抜粋） 


現状と課題 


・ドアー･窓の属性詳細の検討は、合意事項｢必須項目・推奨項目｣で検討に手間が掛かっている。


当初スケジュールは遅れ気味。 


・次の検討として層オブジェクト「壁・床・天井｣の検討を始めた。常設的なものを進め、仮設


的なものをオブジェクトとして考えたい。日建連とも意見交換を考える。 


P8 議論した内容（１～５）プロパティの記述はテキストにすることに決めた。 


・IFC 以外 COBie は NBS オブジェクトとして標準化された項目であり、建築部会オンリー


ではなく BLC 全体としての議論が望ましい。NBS General も同じ考え方。 


・NBS Data は、オブジェクトのタイプ別に異なる項目。P10 のセクション 3＆4 も BLC での


議論が望ましい。 


P11 ①②③④のそれぞれについてジェネリックオブジェクトにするのか、メーカーオブジェク


トにするのか議論をして部会として決定をする。 


・建築 BIM ソフトオペレーションができる人材を事務局に強化して欲しい。 


・BLC としてのオブジェクト標準の概略が見えない。NBS 標準に従うのか、BLC 独自を考え


るのか、BLC として形を決めて早く発信すれば他のメーカーも動きやすい。 


・プロパティグループ分類や､内容は NBS に従うのか、BLC として決定を希望する。 


・ソフトベンダーへの協力の依頼を BLC として行って欲しい。 


・ジェネリックオブジェクト・メーカーオブジェクトで､必須項目/推奨項目/その他の項目のマ


トリクス、メーカーと共に詰めていくと当てはまらない内容があるが、言葉はそのままにして、


入れる中身を変えることで考える。 


建築の場合、契約の際にに必要な項目を必須としている。 


・必須項目の解釈を建築＆設備ですり合わせをする。 


＊設備部会 配布資料｢資料 2-3｣を基に説明 


StemWG 活動概要説明 


・Stem 作成時は維持管理を考えておらず、COBie に絡んだ属性は少ない。 


・空調機での属性項目はかなり多い。区分けをしての議論も考えたい。 


BE-BridgeWG 活動概要説明 


・データー交換仕様で「ダクト」「配管」「電気」「機器」「建築」「空調器具」の属性情報交換が


可能。 
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・Ver.7 では形状図面中心での変換で進めてきた。Ver.8 では属性項目の追加等を予定。 


グローバル化での BE-Bridge の利活用も検討したい。 


2017 年 9 月 23 日午前の部 


＊運用部会 配布資料｢資料-2-4｣を基に説明 


・BIM オブジェクト登録申請書（仮）、BIM オブジェクト登録チェックソフト(仮)、サイト作成・


運用規約(仮)、BIM ライブラリー構築規約・運用規約(仮)、BIM ライブラリー構築・運用仕様


書(仮)の必要性が検討の結果確認できた。 


・データーの精度とそれに伴う不具合発生時の責任について課題が出てくる。 


・BLCユーザーとサイト事業者の関係、メーカーとサイト事業者の関係にも契約が必要なのか、


検討材料となる。 


・Web サイトの試行運用始めると、検証に伴う問題点が出てくることも考える。運用を開始す


ると、不具合データーの指摘、製品の製造あるいはメンテの中止、マーケット情報報告等、情


報のやり取りが出てくる。それに伴う契約事が発生してくる。 


・＜構築・運用に関する規約・仕様の概要＞として１～１７までの項目を出す。 


 


■「現状の課題と討議テーマの概要」 配布資料｢資料-3-1｣を基に説明 


・設計者、ゼネコンがメーカーオブジェクトの提供は考えているのか？ 


→まれであるが、一部提供する場合がある。 


・ゼネコン、設計事務所が登録するオブジェクトは、ユーザーオブジェクトという位置付けとし


て考えているか？ 


→混同しないため、保障のため、メーカーオブジェクトは製造者が作成した方が良い。 


メーカーオブジェクトはメーカーが提供し、ジェネリックオブジェクトは BIM ベンダーが作成


して頂くのが良いと考える。 


・データーをダウンロード形式で使うのか？クラウド形式で使うのか？ 


 →マーケティングリサーチ（アンケート）で確認する予定。  


・１０．メーカーのウェブサイトとの関係の記述 


BLC サイトとメーカーサイトでどこまで同期させるのか？ 


→課題抽出して検討する。 


・サイト事業者は 1 社あるいは複数なのか？ 


 →ライブラリーを入れるサイトは１社を予定している。 


関連サイト(ex 積算等)は別途検討する。 
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・作成チェックソフトの位置付けは、どのようになっているのか？ 


→作成チェックソフトは BLC で提供し、チェックは、オブジェクト作成者にしていただき、


BLC サイト登録時にもチェックを行う。 


・アーカイブに対しての対応は？過去のデータは掲載するのか？ 


 →期間的にファイルとしてどこまで掲載できるかは(容量･運用に)課題がある。 


・BLC サイトに乗せるのは誰が判断をするのか？ 


→BLC 内で運用管理組織を設けることが必要と考える。運用委員会の形態はこれからの議論


とする。 


・メーカーがオブジェクトを登録するに費用は掛かるのか？ 


 →取ることで考えるが、詳細はこれからの検討事項である。 


・海外情報（BSDD あるいは ISO/16757（設備）)との関係はどのように考えるのか？ 


→まずは国内標準で考えていく。何を項目として定義しているか（説明書）を作成するとよい。 


・サイバー攻撃、ウイルス攻撃に対する免責を明記した方が良い。 


・使用言語のレパートリーについてはどのように考えるのか？。 


→まずは日本語からスタート、そして 2 段階目で英語の採用を考える。規約だけは英語でも早


く作る検討をしたい。 


＜2 段階のデーター構築＞ 配布資料｢資料-5-1｣を基に説明 


・第 1 段階は、NBS 2.8.5＜オブジェクトは、ユーザー定義の追加プロパティを持つことができ


る＞の活用を想定する。 


・ユーザーは、国内を想定して日本語対応とし、第二段階は、分散型での登録をする。 


そして英語化も考える。 


■「BIM オブジェクト標準の確立に向けて」 配布資料｢資料-4-1-1｣を基に説明 


◎建築と設備のオブジェクト表現の調整 


・用語の定義と仕様表現の共通化・統一化 


 →マニュアルを作成し言葉の統一化を図る。 


・画面表示は文字としても、システムではコード(ID)活用を図れるのか？ 


 →「Stem Parameter」/「NBS National BIM Library」Comparison table の資料、 


４列目：Specifications attribute item ID がコード（ID）をキーとしている。 


言葉の統一化：誤入力防止のため、項目に入れる TEXT は、辞書的マスターを配布し、此れ


を参照することを考えている。プルダウンメニューも含めて画面設計時の検討項目とする。 
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・ジェネリックオブジェクトからメーカーオブジェクトへの切り替えはどのように？ 


→BIM ソフトの機能として、基本設計：ジェネリックから、実施設計･施工時：メーカーオブ


ジェクトに属性情報の連携を行い、情報の連携・入替伝達を想定している。 


BLC 側として ID で紐づけが出来る仕組を考えているが、BIM ソフト側の機能としてソフ


トベンダーと打合せを進める予定。 


「NBS（英国 National Building Standard）/ヨーロッパ設備標準（EMCS）との整合」 


 配布資料｢資料-4-1-2｣を基に説明 


現地｢三菱電機｣は欧州仕様で BIM 欧州サイトに登録している。BIM オブジェクト社日本は 


日本にもアプローチを行っている。 


 


◎データーの正確さと責任 


→正確さは段階ごとで要望精度の違いはあるが、検討事項とする。 


メーカーオブジェクトデーターの責任は、メーカーに持ってもらう。 


BIM オブジェクト標準・参考資料③  配布資料｢資料-4-1-3｣を基に説明 


P2～P9 海外サイト（NBS National BIM Library）の紹介 


P10～P18 海外サイト（MEP Content Library）の紹介 


→NBS&BIM オブジェクトとのメーカーとの提供規約は入手したい。 


＜ビジネスモデルの構築とその将来に向けて＞ 


・P11 メーカーの立場の説明をする。 


BIM オブジェクト標準仕様検討①   配布資料｢資料-4-1-1｣を基に説明 


・P3 合意事項での必須項目と推奨項目。表現が足りない。必ずしもメーカーオブジェクトに入


っていなくても必須項目にするものがある。→検討が必要である。 


・P4 作る形状ジェネリックオブジェクト LOD100～300.メーカーオブジェクト LOD300～400、


維持管理では LOD200～300 あたりが良いと考える。 


・P5 1 つの中間フォーマットを作成するのか？  


  →BIM ベンダーが負担するのか両社での歩み寄りとするか、費用負担をどのようにするの


か検討が必要である。 


・P6＆7 BLC・BIM ライブラリー「属性」連携イメージ 


属性データーは、内部に持ってもよいが BLC 検索用には外だし DB も持っている事。 


メーカーからは 1 つのオブジェクトデーターを入手して、LOD200､300､400 と連携･派生


させて行く。此れらもビジネス展開があるように感じる。→ビジネスモデルの一環として調


査が必要である。 
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・属性の連携で、ジェネリックオブジェクトでの設計要件の属性は、メーカーオブジェクトで


の実際に選定された属性への連携が、ID を共通にして受け渡すことにより連携されること


を想定している。 


・運用業務用のオブジェクトデーターをどのような形（LOD）で作成するのか？ 


→FM への発展も含めての提案であり、BIM ライブラリーサイトのメリットも絡んで


BMMC が検討する範疇の様に考える。 


 


BIM オブジェクト標準仕様検討②   配布資料｢資料-4-1-2｣を基に説明 


・P5 メーカーオブジェクトでは、複数のデーター形式を作成すると非効率なために、BLC 標準


仕様「ジオメトリー情報」＋「機能（属性）ID 情報」をデータ生成ソフトで作成し、各


CAD ベンダー側で変換コンバージョンすることで、各社の BIM オブジェクトが作成で


きることを想定している。 


・P7 属性、表の説明：属性情報は ID で記述し受け渡しを行い、日本語・英語などの多言語変


換ができる構成になっており、属性＋数値・文字＋単位 ID の組み合わせで構成されてい


る。 


・P8 設備カテゴリー分類は、CI-NET 資機材コードを使用しており OmniClass,UniClass コ


ードとは変換テーブルを作成すれば、連携が可能な構成になっている。 


   今後、建築・設備で使用する分類コードは、日本で使いやすい CINET をベースに検討を


行い、BLC 版コードの編成の検討が必要。 


・P9 建築資材でのカテゴリ―分類は以前 CI-NET で作成した。 


・P10［設備仕様属性 ID 一覧］説明。 


  更に「Stem Prameters」/「NBS National BIM Library」Comparison table(Chiller・ 


Boiler・AHU・Sanitary・All) ｢資料設 WG8-5｣の資料で詳細説明 


・P6,7 第 2 段階での海外向け対応。COBie、コンポーネントのプロパティ、IFC パラメ


ータ、NBS タイプパラメータ、BIMSTORE パラメータに分けてそれぞれの項目を追加


している。 


・P11「建築仕様属性 ID 一覧」設備と同じ考え方（構成）で記述している。 


 


・どのようにして建築と設備の調整を行うか？ 


→共通管理情報の建築と設備の属性については BLC として共通化を考える 1100～1600 


・分類コードは、何を基準にするのか、NBS なのか？CI-NET なのか？ 


→日本でのデファクトがあればそれを採用することも検討の一つだが、見当たらない。 


世界での建築に関しては OmniClass,UniClass、NBS は UniClass、BIM オブジェクトは
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OmniClass も入っている。 


世界に通じることで考えると、OmniClass,UniClass で検討となる。 


CI-NET も積算連携で利用者が多いので、考慮しないと問題が有る可能性がある。 


→項目を 2 つ選ぶのが現実的と考えられる。（CI-NET＋OmniClass or UniClass）変換テー


ブル利用又は併記については、年末までには決定をする。 


CI-NET と OmniClass と UniClass の比較表を作成する。何に準拠しているのかも調べる。 


→志手先生が 10 月末出張で入手する情報と BMMC でもデーター整理をして、二つの情報を


合わせて比較表を作成する。 


・〔資料設 WG8-5〕P6 に記入の COBie は BLC として必要＆維持管理でも使えるのか？ 


→調査が必要である。 


 


23 日午後の部 


■「ビジネスモデルの構築とその将来に向けて」配布資料｢資料-5-1｣を基に説明 


◎ビジネスモデル 


 P1 ①｢BIM ベンダー｣ ②｢メーカー｣ ③｢BIM オブジェクト標準の確立｣ 


④｢BLC｣＋｢サイト事業者｣ ①～④：議論の中心 


◎マーケティングリサーチ(案) 


 ・P2～7 調査方法は、アンケート文書配布、ヒアリング実施。(BIM ユーザー)、 


(BIM ベンダー)、(機器メーカー)を対象に実施調整。 


アンケート手法は〔母集団/抽出名簿/抽出方法/標本構成/分析方法〕等検討。 


配布先、メーカーリスト化は未作成。→現在調査中です。 


＜調査１＞選択したユーザーへのアンケート文書の配布 


＜調査２＞BIM ソフトベンダーへの調査・ヒアリング。 


実施時期：調査 1 10 月発送、11 月/中旬回収、11 月分析 


      調査 2 10 月ヒアリング実施、覚書等調整、11 月締結 


外部への若干の委託も検討中である。 


・P8 上 発注仕様の概要（２） 


BLC 会員から出てきた質問内容を列記、現実的な質問事項を頂いた。 


・P8 下 BIM ライブラリーサイトのメリット 


→項目として５つを掲げているが、各位の意見を更に頂きたい。 
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◎メーカー・ユーザーのメリットを考える。 


・メーカーなどへのＰＲ戦略。バナー広告採用は考えている。 


メーカオブジェクトにもマーク(認証)などを検討。 


・エンドユーザーから料金を取るのか？ 


→個人から使用料をとるのは難しい、企業からは取ることは検討、アンケートで意見を頂く。 


利用者からのユーザー登録は確実に行う。 


アクセスしたユーザー情報は、収集する仕組みを作り、メーカーへ提供を検討。 


・メーカーで形ががない(塗料・クロス・等)に対してメリットをどの様に PR するのか？ 


→検討中である。 


・BIM モデル作成業務も可能か？ 


→可能として、ビジネスモデルの１つとして検討する。 


・BLC 認証マークの設定は？ 


→認証マークの扱いと、それの技術的な問題点を洗い出す。 


・マーケティングリサーチ対象としては具体的にはどの範疇か？ 


→アンケートは BLC 会員、東京周辺大手建築事務所・ゼネコンを対象にする。 


その後アンケート動向を参考に、次の進め方を検討する、2 段階方式で実施。 


・属性項目での質問が少ない感あり。追加検討要望。 


→例えば維持管理に必要な情報メーカーへの質問もしなければいけないが、質問内容、P5 を


もう少しバージョンアップする。相手先も検討する。 


・IFC なり DWG をどのネイティブデータを BIM 対象にするのか？→検討項目。 


・BLC の属性は、『これが標準です』というのを発表して欲しい。 


 


◎発注仕様の概要 


・BIM 対象機器・製品などコンテンツ範囲、企画概要、発注仕様要件書を作成予定。 


 


◎将来構想 


・今年末～来春早々に構想(ライブラリー対象範囲と利用形態等)全体確認を行い、将来 


構想について再度合同部会開催を予定し進める。 
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ビジネスモデルの構築とその将来に向けて
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マーケティングリサーチ（１）


「重要なことは
プロダクトアウト(作り手の理論を優先させる方法)でなく、
マーケットイン(ニーズを優先し、顧客視点で商品の企画・開発を行
い、提供していく)の発想であること」


１.タイトル：
ＢＩＭライブラリーのフィージビリティーに関する調査


２.調査の背景：
ＢＩＭライブラリーコンソーシアムでは、２０１７年度内に建築、設備のオブ


ジェとの標準化を確立させ、次のステップとしてＢＩＭオブジェクトライブラ
リー構築に向けて検討を進めている。このＢＩＭライブラリーを構築させた場合、
ユーザー、メーカー、ソフトウェアベンダーの参加が、ライブラリーの持続的運
用の鍵となるが、その可能性に関して、関係者を対象として調査を行う。


３.調査目的：
(1)ユーザー、メーカー、ソフトウェアベンダーの動向、参加者数を把握する。
(2)期待されるサービス、料金、取り組みなどを把握する。
(3)ＢＩＭライブラリーの構築とそのメリットを幅広く知らせる。


4







マーケティングリサーチ（２）
４.調査方法
４．１[調査１に関して］
母集団から抽出された対象者に、アンケート文書を配布し、ウェッブサイトを
利用して回答してもらう。


[母集団/抽出名簿/抽出方法/標本構成/分析方法]
１）設計/下記の団体名簿/万遍なく○％/構成は個人または企業/-
・日本建築家協会（個人、正会員３８８９名）
・日本建築士事務所協会連合会（組織、都道府県支部、支部の構成員は事務所）
・日本建築士会連合会（都道府県の支部が会員、支部は個人）
［参考登録者数：一級建築士：363,530人、二級建築士：756,852人
木造建築士： 17,665人 合計 1,138,047人］


・日本建築学会（個人、会員数約３万人）
２）施工/下記の団体名簿/万遍なく○％/構成は個人または企業/-
・日本建設業連合会（大手ゼネコン等、正会員１３９企業）
・全国建設業協会（中規模ゼネコン18,729社）
・日本空調衛生工事業協会（各都道府県の団体会員、企業正会員１４３等）
・日本電設工業協会（企業正会員３４１等）
・空気調和・衛生工学会


３）運用・維持管理・ＦＭ/下記の団体名簿/万遍なく○％/構成は個人or企業/-
・ＪＦＭＡ（法人会員１７０社、ほか個人会員）


４）メーカー
５）その他 5







マーケティングリサーチ（３）


５.調査項目
５．１[調査１に関して］
(1)ＢＩＭライブラリーの構築イメージ、メリットを伝える。(導入部)


6







マーケティングリサーチ（４）
Ｑ1：ＢＩＭライブラリーを知っていましたか


＜知っていた、知らなかったが関心がある、知らないし関心がない＞
Ｑ2：ＢＩＭライブラリーのメリットについてどうお考えですか。


＜理解できたのですぐ利用したい、理解したが料金が問題、十分理解で
きないのでので詳しい情報が欲しい、説明が欲しい、その他＞


Ｑ3：BIMライブラリーに必要な機能は何ですか。(複数回答可)
・材料、製品、機器の電子カタログとしての閲覧
・材料、製品、機器のキーワード検索(キーワードは)
・材料、製品、機器のダウンロード機能
・材料、製品、機器の寸法、性能、(標準的な)コスト等の情報の把握
・材料、製品、機器がダウンロード後、カスタマイズできること
・その他( )


Ｑ4：Q3でダウンロードする主な内容はどれですか。
・特定メーカーでない(ジェネリックな)材料、製品、機器
・メーカーの材料、製品、機器
・上記の両方


Ｑ5：Q3の回答は、プロジェクトのどの段階ですか。(複数回答可)
・企画・計画
・基本設計、実施設計、積算
・施工／完成・引渡し
・維持管理
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マーケティングリサーチ（５）
Ｑ6：BIMライブラリーに必要な情報は何ですか。(複数回答可)
・材料、製品、機器の寸法、性能、重量等
・概算コストを把握するための価格情報
・計算、シミュレーション等のための情報
・材料、製品、機器の製作、取付け、配管との接続等の施工詳細情報
・耐久性、光熱水費(量)、修繕コスト等のライフサイクルコスト情報
・メーカー名、連絡先、型番等の完成・引渡し、維持管理に必要な情報
・その他( )


Ｑ７：以上の機能等を提供する料金は、月額概ね○円ですがどう考えますか。
・料金の割に機能が良いと思う
・適切な料金と思う
・料金の割に機能が悪いと思う
・よくわからない ・その他（ ）


Ｑ８：その他、ＢＩＭライブラリーに期待することはありますか。
・多くの品目をそろえてほしい
・特定のメーカーに偏らない情報 その他（ ）


Ｑ９：ＢＩＭライブラリーの会員に参加についてお聞きします。
・参加を希望する ・検討する ・未定 ・メリットがわからない
・内容により判断する ・その他（ ）


Ｑ１０．回答者のプロフィールをお答えください。
・業種 ・立場 ・使用しているＢＩＭソフトウェア等
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マーケティングリサーチ（６）
４.調査方法
４．２[調査２に関して］


（１）ソフトウェアベンダーにＢＬＣの要望を説明し、意見交換する。
（その後合意できる内容は、覚書としてまとめる。）その後契約とする。
・期待するサービス、取り組み、費用負担などを協議する。
・ソフトウェアベンダーの参加動向を把握する ＜詳細は次のスライド＞
５．２[調査２に関して］ 作成中


６．調査日程
調査１．１０月調査依頼、調査票の発送


１１月中旬に回収 １１月に分析
調査２：１０月にヒアリング実施、覚書等の調整


１１月末までに覚書等の締結


７．調査費用
外部に一括して委託するのではなく、必要に応じてコンサルティングを
依頼する。データ整理を委託。予算は約１００万円


８．調査スタッフ
ＢＬＣ事務局＋タスクフォース
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マーケティングリサーチ（７）
BIMベンダー


現行ソフトウェア
・形状情報


・属性情報
（属性情報内蔵）


改良又は基準適合
ソフトウェア


BLC基準適合
・形状詳細度200～300
・実施設計として使用可能
・ジェネリックオブジェクト
として必要な情報詳細度
・属性情報をIDを利用して
外付け（同時に内蔵OK）
適合マーク
・オブジェクトごと


それ以外の
オブジェクト


基準適合
オブジェクト


BLC基準適合しないもの、それ以外のもの


注1


注1：基本的なソフトウェアで認証すれば、バージョンが変更された場合
または当該社の他のソフトウェアでも新たな認証は必要ない。
新たな認証が必要な場合とは、前バージョンでは読み取れない改訂
をした場合をいう。


注2：建具表、機器表等の必要情報がすべて提供でき、発注・積算・契約
できること


BIMライブラリーに登録
(ジェネリックオブジェクト)


改定時には協議


注2
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マーケティングリサーチ（８）
材料、製品、設備機器メーカー


基準適合オブジェクト


注：この作業の費用はメーカー、またはBIMベンダーとし、実施はBLC又はBIMベンダー


BIMライブラリーに登録
(メーカーオブジェクト)
必須情報まで登録


メーカーの製品カタログ、
デジタル情報等
・形状情報
・属性情報


メーカー


基準適合オブジェクト
+


推奨情報、その他情報


・中間フォーマット等に
より形状情報作成
・生成・チェックソフト
(BLC提供)を利用して、
属性情報を作成


ウェッブサイト


チェック結果


登録チェックソフト
(BLC提供)を利用して登録


中間フォーマット等から各種の
ネイティブファイルに変換 注


BLC/BIMライブラリー


BLC基準適合
・形状詳細度300～
・施工、据付、メンテに使用可能
・メーカーオブジェクトとして必要な情報詳細度
・属性情報をIDを利用して外付け（同時に内蔵OK）
適合マーク
・オブジェクトごと


改定、メンテ/
製造中止、不具
合等の修正は必
ず連動


11







マーケティングリサーチ（９）
・調査対象を個人とするか企業とするかが課題。
・大手設計事務所は大部分が東京となる。
・中小の設計事務所のうち、特に小規模は多くが監理だけを実施。
・アトリエ系のＢＩＭの取組みはまちまちである。（ＪＩＡを対象とすると）
・公共建築はBIM導入が遅れているのでどのようにするか。
・日事連の会員は事務所当たり平均5名。東京から調査を開始するのがよいのでは。
・JIAは個人参加だが会員は企業の代表者なので企業として回答してもらえる。
・コンサルティング会社に聞く。特に得たい結果に対して設問の設定が重要。
・聞きやすさと、調査結果の両方の点で、母集団をどう設定するかが鍵となる。
・BIMを導入している企業
・フェイスシートでプロフィールの把握が必要である。
・企業アンケートでは建前と本音がある。
・メーカーとユーザーのメリットの説明が重要である。アンケートはPRでもある。
・料金は安いほうがよいとの回答が予想されるので工夫が必要。
・一度ダウンロードした後、継続して利用されるのか。
・海外はユーザーからとっていない、この点を修正する手段は。
・当初無料期間を設定するのが一般的。
・アンケートは二段階で実施したほうが良い
・設計事務所などの団体はヒアリングで聞くことが早道。時間がかかる。
・BLC会員に送付し、内容を確認してもらうことが優先だ。
・ターゲットを絞らずアンケートし、ＰＲ効果を生むこともあるだろう。
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発注仕様の概要(1)


・画面設計
・オブジェクトの作成仕様（主にオブジェクト標準による）
・運用時間、許容される運用の故障時間割合(サービスレベル)
・カスタマー窓口の体制、対応時間(平日9:00-5:00、土日祝祭日年末等は休みか)
・権利関係
・対処、記録、報告の対象項目と頻度
・想定するオブジェクト数と変更への対応
・扱うファイル形式の種類
・ダウンロードスピード、アップロードスピード
・メーカーのウェブサイトとの関係の記述
・ＢＬＣの基準認証マークの設定、管理
・災害時対応（ＢＣＰ）、外部からのサイバー攻撃の対応（必要か）
・基本ソフトウェアの変更に対する保証
・情報の格納方法を２段階で整理（別紙）
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発注仕様の概要(2)


・事業者は、BLCからの事業委託費用のみで運営が可能な仕組みを想定するのか
・事業者は、独自のビジネス展開に関しての制約条件はあるか
・想定されるコストの範囲は（サーバー賃借料、メンテナンス料、窓口人件費等）
・事務局は平日9:00-5:00、土日祝祭日年末年始休み程度を想定か？
・提供データの改ざんに関してメーカー側の疑念が強いが、サイト事業者の仕組みに
データ改ざんに関する何らかのチェック機能を持たせるべきか？（例：一度外部に
出たデータがオリジナルと同じかどうかのチェック機能あるいは廃版などで存在し
なくなったデータのチェック等（実現の可否は現段階で不明））
・BLCとサイト事業者の関係性は複数年度毎程度での更新を想定している感があるが、
逆にどのような条件下において契約更新がなされないのかの基準を示すのか。
・サイトページ上での広告バナー展開（BLCを通さない）は可能か？
・BIMモデル作成業務請負（BLCを通さない）は可能か？
・BIMモデルチェック（現在の建築・設備WGでの決定仕様事項に基づく）請負（BLC
を通さない）は可能か？
・サイト事業はStem/B-BridgeをBIMオブジェクトと別に管理する必要はあるのか？
・サイト内でのオブジェクト検索のKeyに関して、建築・設備のWGで明確な基準は
設けられるのか？
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将来構想－ライブラリーの対象範囲と利用形態等－


現在の暗黙の合意


建築物の企画、設計、積算、
施工、製作、維持管理を対象


建設生産
の効率化


ＩＯＴツールとの連携
（例）
温度、気流、劣化、地震などのセ
ンサーの情報を蓄積し、予測する、
より高度な施設マネジメントに繋
げる


地域、都市のシミュレーション、マネジメントへの活用
（例）
地域防災、避難誘導、都市気流・ヒートアイランド、
景観形成、ＧＰＳとの連携、道路、インフラ、交通等と
の連携、資源マネジメント、資産マネジメントなど


Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０構想
狩猟社会、農耕社会、工業社会、
情報社会に続く、新たな経済社会
で、サイバー空間とフィジカル空間
を高度に融合させ、
多様なニーズ、潜在的なニーズにき
め細かに対応したモノやサービスを
提供する社会


資産管理
（アーカイブ）


デジタルな
建築確認


デジタル
施設管理
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資料 運 10-5 


BIMオブジェクト利用規約（案）                  10232017 榊原 


 


BIM ライブラリーコンソーシアム（以下、甲という）が提供する BIM ライブラリーを利用


する企業、団体、教育機関（以下、乙という）は以下の規約を守るものとする。 


 


第一条 定義 


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部


位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）からなる個々のデ


ジタル・オブジェクト（以下、BIM オブジェクトという）で構成される。 


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベンダ


ーから提供されるもの、BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、


その他からなる。設計者も自身の設計に合わせてオブジェクトを作成することがある


が、この利用規則では扱わない。 


３）BIM データは、BIM 関連のソフトウェアで作られるデータである。一般に BIM オブ


ジェクトを含んでいる。 


４）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係す


る権利を含む。この利用規則では BIM オブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


５）ユーザーは、甲の提供する BIM ライブラリーを使用する乙の職員または乙の職域内に


いる BIM 業務支援の協力会社関係者を指す。 


 


第二条 アカウント 


１） 甲が提供する BIM ライブラリー（以下、BIM ライブラリーという）の利用開始にあた


り、乙は甲に所定の事項を届けた上でアカウント発行を要望するものとする。甲は乙よ


り入手した所定事項をBIMライブラリー運営上に必要な範囲でのみ使用するものとす


る。 


２） 乙は甲より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが


不正使用されないようにする義務を負う。アカウントの発行をもって乙は利用規則を


承諾したことになる。 


３） アカウントを使い、ユーザーは BIM ライブラリーに無償でアクセスし必要な BIM オ


ブジェクトをダウンロードできる。 


４） 乙が、BIM ライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を甲


に知らせるものとする。甲はこの申し出により、当該アカウントを削除する。 


 


第三条 利用の範囲 


１）ユーザーは、BIM ライブラリーから必要な BIM オブジェクトをダウンロードし、自身
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が作成する BIM データ内で使用することができる。 


２）ユーザーはダウンロードした BIM オブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限りコピ


ーすることができる。 


３）ユーザーは、BIM オブジェクトを甲に無断で修正して使用することはできない。ただ


し、パラメータ付きの BIM オブジェクトでは、その許容されたパラメータ値を使用した


BIM オブジェクトの利用は認められる。 


 


 


第四条 知的所有権の所在 


１）ユーザーは、BIM オブジェクトには著作権を含む知的財産権が甲または原データ提供


者にあることを承知の上で利用するものとする。 


２）ユーザーが、BIM オブジェクトを内包する BIM データを第三者に提供する際には、


BIM オブジェクトの内包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に知らせるもの


とする。 


 


第五条 不具合データの修正・更新 


１）乙がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、


その事実を甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲は、甲自身または乙が見つけた BIM オブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必


要と判断した場合は、その修正結果をもって BIM ライブラリーを更新するものとする。 


３）BIM オブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃などにより原デー


タを修正した場合も、甲は修正されたBIMオブジェクトの提供を受け更新するものとする。 


４）BIM ライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に電子メールで知らせるも


のとする。 


 


第六条 禁止事項 


乙は、ユーザーが BIM ライブラリーに使用に際して以下の行為を行わないように合理的な


措置をとるものとする。 


イ） データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ） ダウンロードした複数の BIM オブジェクトを、無断で別途に立ち上げたサーバーを介


して第三者に有償または無償で提供する行為 


ハ） 甲の BIM ライブラリーのサーバーに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプ


ログラムを書き込む行為 


ニ） 甲または乙を誹謗中傷する行為 


ホ） 法律、条例などに反する行為 


ヘ） その他、公序良俗に反する行為 
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第七条 免責 


１） 甲は、サーバーやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で BIM


ライブラリーを乙が使用できなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任


を負わない。 


２） 乙は、BIM オブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。万一、BIM オ


ブジェクトの内容が不適切であった場合も、乙は甲に対し責任を問わない。 


 


第八条（個人情報） 


甲は、本件業務に関連して乙から入手した個人情報（個人情報保護法 2 条 1 項に定められ


たものをいう。以下、「個人情報」という）について、本契約の目的の範囲で取り扱うもの


とし、その他の目的には使用しない。 


 


第九条 規約の変更 


甲は、必要に応じ利用規則の修正を行うことができる。その修正の事実を乙に電子メールで


知らせるものとする。 


 


第十条 損害賠償 


乙が BIM ライブラリーの使用に際し、甲に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害


を賠償するものとする。 


 


第十一条 協議 


１）本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をも


って協議し、その問題を解決する者とする。 


２）前項の解決策によっては規約を変更し、乙にその旨を電子メールで知らせるものとする。 


 


第十二条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄


裁判所とする。 


 


以上 
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資料 運 10-6 


10302017 榊原 


BIM オブジェクト提供契約 A（案）（主として対メーカー） 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、乙が作成した BIM オブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約


を結ぶものとする。 


 


第一条 定義  


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った


部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジ


タルデータ（以下、BIM オブジェクトという）で構成される。  


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベンダ


ーから提供されるもの、BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設


計者が自社での利用のために作成したものなどのうち、甲に提供されるものを指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係


する権利を含む。この契約では BIM オブジェクトに関する知的財産権を扱う。  


４）ユーザーは、甲の運営する BIM ライブラリーに関して甲が使用許諾を与えた、会社や


研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を


指す。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介して BIM オブジェクトをアクセスできる


機能を提供するコンピュータ上の仕組みを指す。甲は、この仕組みを第三者のサーバー上


に設定することがあるが、その場合も甲のサーバーと称する。 


６）検索とは、ユーザーがサーバー上で BIM オブジェクトを探す行為を指す。 


 


第二条 提供準備 


１）乙は、自身の提供する BIM オブジェクトを甲の指定する形式に沿うように作成または


修正するものとする。 


２）乙は自身の BIM オブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式


に基づいた検索データを BIM オブジェクトとは別に作成するものとする。 


３）甲は、乙の提供する予定の BIM オブジェクトが甲の指定する形式に合致しているかど


うかをユーザーに提供する前に検査する事ができ、その合否を乙に知らせるものとする。


４）前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査方法を使って合否を自身で判定する手段を乙


に提供する様に要望する事ができる。 


５）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題が


生じ解決が難しい場合は、その問題内容を明示し、可能であれば修正案も提示するものと


する。 
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第三条 提供方法  


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法


を取るものとし、甲にその方法を知らせるものとする。 


１）BIM オブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にどちらも置く。 


２）BIM オブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバー上に置く。


この場合、乙のオブジェクトは甲のサーバーを経由して乙のサーバーからアクセスされる。 


 


第四条 使用許諾  


１）乙は、乙の作成した BIM オブジェクトを、甲が運営するサーバーを介してユーザーが


無償で使用する事を認めるものとする。  


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙の BIM オブジェクトが含まれる BIM


データを作成し、当該受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社などの第三者


に渡す可能性があることを承知するものとする。  


３）乙は、甲が乙から提供を受けた BIM オブジェクトを乙の所有していないソフトウェア


でも使用できる様に加工して、新しい BIM オブジェクトを作成することがあることを認


めるものとする。この場合、乙は加工し新しく作成した BIM オブジェクトの検証を求める


ことができる。 


 


第五条 知的所有権の所在  


乙は、BIM オブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張する際は、


以下の方法を取るものとする。 


１） 甲に BIM オブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示する。  


２） ユーザーが権利の所在を知るため、BIM オブジェクト内部にコメントを残す、必要


に応じ乙のサーバー上に明示する。 


３） 乙は、前条３項により甲が加工した BIM オブジェクトを作成した場合、甲に対し


て前２項のどちらかの権利所在を含むように求めることができる。  


 


第六条 検索履歴  


甲は、乙から BIM オブジェクトの提供を受けた後は、〇ヶ月ごとに乙の提供する BIM


オブジェクトに対する検索履歴などのレポートを乙に提供するものとする。 


 


第七条 不具合データの修正・更新  


１）甲または乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけ


た際には、その事実を乙または甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲または乙は、見つかった BIM オブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判


断した場合は、その修正結果をもって BIM ライブラリーを更新するものとする。  
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３）乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、甲は修正され


た BIM オブジェクトの提供を受け更新するものとする。  


 


第八条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとして


も責任を負わない。また甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに


対する規約にこの免責事項を含むものとする。 


 


第九条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。  


１）甲が BIM ライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事由がある場合。 


 


第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、甲は責任を持って BIM ライブラリーから乙の BIM オ


ブジェクトを消去する義務を負い、乙はその実施結果を確認するものとする。  


 


第十一条 守秘義務 


甲および乙は、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契


約の有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。  


 


第十二条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに


相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するもの


とし、以降も同様とする。 


 


第十三条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもっ


て協議し、その問題を解決する者とする。  


 


第十四条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄


裁判所とする。 


 


以上 
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資料 運 10-7 


10302017 榊原 


BIM オブジェクト作成・利用契約 B（案）（主として対ベンダー） 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、乙が作成した BIM オブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約


を結ぶものとする。 


 


第一条 定義  


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った


部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジ


タルデータ（以下、BIM オブジェクトという）で構成される。  


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベンダ


ーから提供されるもの、BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設


計者が自社での利用のために作成したものなどのうち、甲に提供されるものを指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係


する権利を含む。この契約では BIM オブジェクトに関する知的財産権を扱う。  


４）ユーザーは、甲の運営する BIM ライブラリーに関して甲が使用許諾を与えた、会社や


研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を


指す。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介して BIM オブジェクトをアクセスできる


機能を提供するコンピュータ上の仕組みを指す。甲は、この仕組みを第三者のサーバー上


に設定することがあるが、その場合も甲のサーバーと称する。  


６）検索とは、ユーザーがサーバー上で BIM オブジェクトを探す行為を指す。  


 


第二条 提供準備 


１）乙は、自身の提供するソフトウェアで使用できる BIM オブジェクトを甲の指定する形


式に沿うように作成または修正して提供するものとする。また、この BIM オブジェクトを


自身のソフトウェアに組み込むこともできる。 


２）乙は自身の BIM オブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式


に基づいた検索データを BIM オブジェクトとは別に作成するものとする。 


３）甲は、乙の提供する予定の BIM オブジェクトが甲の指定する形式に合致しているかど


うかをユーザーに提供する前に検査する事ができ、その合否を乙に知らせるものとする。


３）前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査方法を使って合否を自身で判定する手段を乙


に提供する様に要望する事ができる。 


３）乙は、甲が所有する BIM オブジェクトの検査ソフトを使って、作成または修正した


BIM オブジェクトを検査するものとする。  
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４５）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題


が生じ解決が難しい場合は、その問題内容を明示し、可能であれば修正案も提示するもの


とする。 


 


第三条 提供方法  


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法


を取るものとし、甲にその方法を知らせるものとする。 


１）BIM オブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にどちらも置く。 


２）BIM オブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバー上に置く。


この場合、乙のオブジェクトは甲のサーバーを経由して乙のサーバーからアクセスされる。 


 


第四条 使用許諾  


１）乙は、乙の作成した BIM オブジェクトを、甲が運営するサーバーを介してユーザーが


無償で使用する事を認めるものとする。  


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙の BIM オブジェクトが含まれる BIM


データを作成し、当該受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社などの第三者


に渡す可能性があることを承知するものとする。  


３）乙は、甲が乙から提供を受けた BIM オブジェクトを乙の所有していないソフトウェア


でも使用できる様に加工して、新しい BIM オブジェクトを作成することがあることを認


めるものとする。この場合、乙は加工し新しく作成した BIM オブジェクトの検証を求める


ことができる。 


 


第五条 知的所有権の所在  


乙は、BIM オブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張する際は、


以下の方法を取るものとする。 


１） 甲に BIM オブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示する。  


２） ユーザーが権利の所在を知るため、BIM オブジェクト内部にコメントを残す、必要


に応じ乙のサーバー上に明示する。 


３） 乙は、前条３項により甲が加工した BIM オブジェクトを作成した場合、甲に対し


て前２項のどちらかの権利所在を含むように求めることができる。  


 


第六条 検索履歴  


甲は、乙から BIM オブジェクトの提供を受けた後は、〇ヶ月ごとに乙の提供する BIM


オブジェクトに対する検索履歴などのレポートを乙に提供するものとする。 


 


第七条 不具合データの修正・更新  


１）甲または乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけ
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た際には、その事実を乙または甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲または乙は、見つかった BIM オブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判


断した場合は、その修正結果をもって BIM ライブラリーを更新するものとする。  


３）乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、甲は修正され


た BIM オブジェクトの提供を受け更新するものとする。  


 


第八条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとして


も責任を負わない。また甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに


対する規約にこの免責事項を含むものとする。 


 


第九条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。  


１）甲が BIM ライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事由がある場合。 


 


第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、乙の BIM オブジェクトのどのデータを消去するかを


甲と相談するものとする。消去する場合、甲は責任を持って BIM ライブラリーから該当す


る乙の BIM オブジェクトを消去する義務を負い、乙はその実施結果を確認するものとす


る。 


 


第十一条 守秘義務 


甲および乙は、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契


約の有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。  


 


第十二条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに


相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するもの


とし、以降も同様とする。 


 


第十三条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもっ


て協議し、その問題を解決する者とする。  


 


第十四条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄
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裁判所とする。 


 


以上 
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資料 運 10-8 


10302017 榊原 


BIM ライブラリー構築・運用契約（素案） 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、甲が BIM オブジェクトを乙のサーバーを経由してユーザーへ提供す


るにあたり、甲が乙に委託する業務に関して、以下の契約を結ぶものとする。 


 


第一条 定義  


１）BIM ライブラリーは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った


部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジ


タルデータ（以下、BIM オブジェクトという）で構成される。  


２）各 BIM オブジェクトは、建築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベンダ


ーから提供されるもの、BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設


計者が自社での利用のために作成したものなどのうち、甲の指示に基づき乙に提供される


ものを指す。 


３）知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係


する権利を含む。この契約では BIM オブジェクトに関する知的財産権を扱う。  


４）ユーザーは、乙のサーバーを使って BIM ライブラリーをアクセスする事に関して甲が


使用許諾を与えた、会社や研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およ


びその指導を受ける学生を指す。また、甲および甲が承知した BIM オブジェクトの提供者


もユーザーとする。 


５）サーバーは、ユーザーがインターネットを介して BIM オブジェクトをアクセスできる


機能を提供する乙のコンピュータ上の仕組みを指す。 


６）検索とは、ユーザーがサーバー上で BIM オブジェクトを探す行為を指す。  


 


第二条 委託する業務と確認 


１）乙は、甲が企図したサーバー上のメニューおよび BIM ライブラリーを甲と協議の上で


構築する業務、および BIM オブジェクトの BIM ライブラリーへの初期登録業務を、甲か


ら委託され受託する。この際、乙はまず協議に基づき仕様書を作成するものとする。乙は


自身が以前から所有していたサーバー上の機能を基にしてメニューおよび BIM ライブラ


リーを構築することもできるが、甲にその範囲と内容を事前に伝えるものし、仕様書にも


明示するものとする。 


２）乙は、構築されたメニューおよび BIM ライブラリーを甲およびユーザーが使用できる


環境を契約期間の間、維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中に BIM オブジ


ェクトを BIM ライブラリーに登録または変更する業務は、原則として甲またはユーザー


が行うものとする。 
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３）甲は委託期間の間に、BIM ライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供することが


ある。この場合、乙はサーバー上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を設定するも


のとする。 


４）乙は第二項の業務期間中に、ユーザーの BIM ライブラリーの検索の際に、乙のサーバ


ー上のメニューを経由してユーザーのアクセスが BIM オブジェクトを提供する会社のサ


イトへ及ぶ事がある事、およびそのための機能を初期構築の際に付加する事を承諾するも


のとする。 


５）万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書および BIM


ライブラリーおよびメニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すものとする。 


６）乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。  


 


第三条 報酬 


１）甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業務


完了時の２回に分けて支払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受けた


後、メニューおよび BIM ライブラリーが甲の企図した通りに構築されたか確認するもの


とする。 


２）甲は、乙に対し、BIM ライブラリーサーバーの維持管理費用として、年〇〇〇万円を


毎年、双方で合意した月の月末までに支払うものとする。 


３）BIM ライブラリーサーバー内の BIM ライブラリー容量が当初予定した容量を大きく


超えた際は、甲乙は協議の上で前項の費用を見直すものとする。  


 


第四条 管理者 


 乙は、甲の委託した第二条の業務を実行するにあたり、業務の管理者を決め、甲に知ら


せるもととする。管理者は甲からの問い合わせ、および業務遂行上の問題確認とその解決


に責任を持ってあたることとする。 


 


第五条 ユーザー 


１）甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を適宜、知らせるものとし、乙はそのユー


ザーが BIM ライブラリーをアクセスできる様に計らうものとする。  


２）BIM ライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下の


どれかに設定するものとする。 


 イ）BIM ライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り 


ロ）BIM ライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み 


 ハ）自身の提供する BIM オブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、また


は提供した以外の BIM オブジェクトの検索と読み取り 


 


第六条 アクセスの監視 
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１）乙は、BIM オブジェクトに対するアクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指定された


形式のレポートデータとして知らせるものとする。 


２）乙は、BIM オブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場合、


または不明なユーザーが BIM ライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を


甲に知らせると共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適切な措置をとるものとす


る。 


 


第七条 知的所有権の所在  


１）乙は、BIM オブジェクトには甲または別の作者の著作権を含む知的財産権がある事


を承知し、その保護に努めるものとする。また、乙は BIM オブジェクトに対する権利を


主張しない。 


２）乙は、BIM ライブラリーをアクセスするために作成したメニューおよび機能に対


し、甲および乙の知的財産権がある事を承知するものとする。ただし、乙が甲との契約前


から所有していた機能に関しては、その範囲と内容を甲に明示し、甲の権利が制限される


可能性がある事を知らせるものとする。  


 


第八条 免責 


甲および乙は BIM ライブラリーおよび BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザー


が損害を受けたとしても責任を負わない。甲は、ユーザーと結ぶ規約にこの免責事項を明


示するものとする。 


 


第九条 サーバーのダウン対策 


１）乙は、BIM ライブラリーのサーバーが機能不全になる場合に備え、BIM ライブラリー


およびメニューのバックアップを適宜取るものとする。  


２）通常の運用時に万一、BIM ライブラリーのサーバーがダウンした場合は、速やかに甲


にその事実を知らせると共に、早急な復旧に努めるものとする。  


３）地震、天災などやむを得ない事情により、サーバーがダウンした場合は、早期復旧に


向け甲と乙は相談して対応するものとする。  


 


第十条 契約の解除 


１）甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。  


イ）甲が BIM ライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


ロ）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある場合。 


２）契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双方で相


談の上、解約金または違約金を含んで精算するものとする。 


 


第十一条 データの消去 
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前条に基づき契約を解除した場合、乙は、第二条３項の作業をした後、責任を持って BIM


ライブラリーから BIM オブジェクトを消去する義務を負い、甲はその実施結果を確認す


るものとする。 


 


第十二条 守秘義務 


甲および乙は、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本


契約の有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。  


 


第十三条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前まで


に相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するも


のとし、以降も同様とする。 


 


第十四条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもっ


て協議し、その問題を解決する者とする。  


 


第十五条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管


轄裁判所とする。 


 


以上 


 








基本規約への統合と関係者間の契約のイメージ2017.11.13


共通な内容
＋追加的内容
（ある関係者においては適用され
ない場合であっても、内容に問題
がないもの）


契約者の間で異なる内容
(ただし、どのような取り決めが
あるのか理解しておく必要がある
もの)


その他
(1対1の取り決めでなく、複数者
の取り決めあるいは関係が必要な
ことがある可能性)


基本規約


従来検討してきた規約を統合して次の
ように整理する。
・関係者が相互に理解できるため
・共通する内容が多い。
・1対1の契約だけでは規定しにくいこ
とがある。(例：利用者情報をオブ
ジェクト提供者に伝え、また提供者は
製品の改廃を適切に通知すること等)


基本規約


BIMライブラリー


現段階の想定利用範囲


BLC


利用者


BIM
ベンダー


オブジェクト提供者
(主にメーカー、その他設計者等)


サイト
事業者


関
係


契約


契約


契約


契約


関
係


関
係


想定外の利用


契約は基本規約以外に、追加する条項、期間等、より
詳細な内容を加えたものとする。
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BIMライブラリー利用規約、オブジェクト提供規約などの位置づけ
修正2017.11.13


BIMライブラリー
／オブジェクト標準


モニタリング組織


[サプライヤー]
建築材料・製品
設備機器等のメーカー
等


[ユーザー]
建物所有者
設計者
施工者 等の契約者


BIMソフトウェアベンダー等


・提供
・更新
・改廃


・利用状況・利用
・カスタマイズ


・修正要求
・独自オブジェクト提供


注： データとは、オブジェクトの形状情報+属性情報を指す。
オブジェクトと同義語のため、置き換える。


オブジェクト作成支援
自社ソフトウェアへの登録


・各種チェック
・助言


[ユーザー]
契約者の下請け、
孫請け企業


BIMライブラリー
オブジェクト提供規約


社内ライブラリー


BIMライブラリー
利用規約


BIMライブラリーオブジェクト
作成・利用規約


発注者:BIMライブラリー
コンソーシアム


ライブラリー開発・運用者


作成・運用
BIMライブラリー
構築・運用規約
+仕様書


想定外の利用への対応
・映像活用
・有料での研修活用
・都市との連携……等々


〇〇規約?





